
令和２年12月
警 察 庁

「指定射撃場の指定に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対する意
見の募集について

警察庁では、近年における狩猟や有害鳥獣駆除の用途に供する威力の強い空気銃の出
現状況や指定射撃場の関係団体からの要望等を踏まえ、空気銃の射撃を行うことができ
る指定射撃場の種類に係る規制の見直し等を図るため、指定射撃場の指定に関する内閣
府令の一部を改正する内閣府令案について検討しています。
その内容は別紙のとおりですので、これについて御意見のある方は、氏名（法人又は

団体の場合は、その名称及び代表者の氏名）及び連絡先（住所、電話番号又は電子メー
ルアドレス）を記載の上、日本語にて御意見を提出してください（ただし、氏名及び連
絡先の記載は任意です。）。
なお、別紙のほかに、内閣府令案について、新旧対照表を公表しております。同表中、

傍線部分が改正部分となります。
意見提出先及び意見提出期間は、次のとおりです。

・電子政府の総合窓口 e-Gov
パブリックコメント意見提出フォーム

・電子メール（hoanka.iken@npa.go.jp）
※ 電子メールで提出される際は、件名に「パブリックコメント」

インターネット
と必ず御記入ください。

※ 電子メールで提出された場合、情報セキュリティの観点から

所要の対策が講じられているため、当該電子メールが到達しな

いおそれがありますので、極力e-Govのパブリックコメント意見

提出フォームからの提出をお願いいたします。

意見提出先
〒100-8974

郵 送 東京都千代田区霞が関２－１－２
警察庁生活安全局保安課
指定射撃場の指定に関する内閣府令パブリックコメント担当

Ｆ Ａ Ｘ
03-3581-5936
※ １枚目に「パブリックコメント」と必ず御記入ください。

意見提出期間
令和２年12月28日（月）から
令和３年１月26日（火）までの間（必着）

なお、御意見の提出に当たっては、次の事項をあらかじめ御承知ください。
１ 電話による御意見は受け付けておりません。
２ 頂いた御意見に対しての個別の回答はいたしません。
３ 意見提出者の氏名及び連絡先は、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以
外の用途では使用しません。

４ 頂いた御意見の内容は、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き、必要に
応じ公表する可能性があります。



別紙

１ 命令等の題名

指定射撃場の指定に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

２ 根拠となる法令の条項

銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第９条の２第１項及び第３項

３ 改正の概要

(1) ライフル射撃場において射撃することができる銃砲の種類の追加（第２条第２号

関係）

ライフル射撃場において射撃することができる銃砲の種類に空気銃を追加するこ

ととする。

(2) 空気銃射撃場における管理方法の基準の見直し（第９条第３号関係）

空気銃射撃場にあっては、必要以上に高い圧力による射撃をさせないこととする。

(3) 申請書等の提出通数の削減（第10条及び第13条関係）

指定射撃場の指定申請書及び記載事項変更届について、提出通数を２通から１通

に削減することとする。

４ 施行期日

公布の日
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改

正

後

改

正

前

（
射
撃
を
行
う
銃
砲
の
種
類
に
よ
る
指
定
射
撃
場
の
種
類
）

（
射
撃
を
行
う
銃
砲
の
種
類
に
よ
る
指
定
射
撃
場
の
種
類
）

第
二
条

射
撃
を
行
う
銃
砲
の
種
類
に
よ
る
指
定
射
撃
場
の
種
類
は
、
次
の
各
号

第
二
条

［
同
上
］

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
（
ラ
イ
フ
ル
銃
若
し
く
は
空
気
銃
を
用
い
て
射
撃
を
行

二

ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
（
ラ
イ
フ
ル
銃
を
用
い
て
射
撃
を
行
う
施
設
又
は
散
弾

う
施
設
又
は
散
弾
銃
若
し
く
は
散
弾
銃
以
外
の
滑
腔
銃
を
用
い
て
単
弾
に
よ

銃
若
し
く
は
散
弾
銃
以
外
の
滑
腔
銃
を
用
い
て
単
弾
に
よ
つ
て
射
撃
を
行
う

こ
う

こ
う

つ
て
射
撃
を
行
う
施
設
）

施
設
）

三

拳
銃
射
撃
場
（
拳
銃
を
用
い
て
射
撃
を
行
う
施
設
）

三

け
ん
銃
射
撃
場
（
け
ん
銃
を
用
い
て
射
撃
を
行
う
施
設
）

四

空
気
銃
射
撃
場
（
空
気
銃
を
用
い
て
射
撃
を
行
う
施
設

四

空
気
銃
射
撃
場
（
空
気
銃
を
用
い
て
射
撃
を
行
う
施
設
）

（
位
置
に
関
す
る
基
準
）

（
位
置
に
関
す
る
基
準
）

第
四
条

前
条
に
定
め
る
区
分
に
よ
る
各
射
撃
場
の
位
置
に
つ
い
て
の
基
準
は
、

第
四
条

［
同
上
］

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

次
表
上
欄
に
掲
げ
る
射
撃
場
に
あ
つ
て
は
、
射
座
の
外
縁
か
ら
学
校
、
病

一

［
同
上
］

院
、
人
家
そ
の
他
周
囲
の
静
穏
を
保
持
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
施

設
の
敷
地
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
次
表
下
欄
に
掲
げ
る
距
離
を
有
し
て
い
る
こ

と
。

射
撃
場

距
離

射
撃
場

距
離

ト
ラ
ッ
プ
射
撃
場

ト
ラ
ツ
プ
射
撃
場

ス
キ
ー
ト
射
撃
場

五
十
メ
ー
ト
ル
以
上

ス
キ
ー
ト
射
撃
場

五
十
メ
ー
ト
ル
以
上

散
弾
銃
（
移
動
標
的

散
弾
銃
（
移
動
標
的
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）
射
撃
場

）
射
撃
場

ラ
イ
フ
ル
（
覆
道
式

公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り

ラ
イ
フ
ル
（
覆
道
式

公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り

）
射
撃
場

打
ち
の
ラ
イ
フ
ル
銃
又
は

十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

）
射
撃
場

打
ち
の
ラ
イ
フ
ル
銃
の
み

十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る

を
使
用
す
る
も
の

も
の

そ
の
他
の
も
の

二
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

そ
の
他
の
も
の

二
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

ラ
イ
フ
ル
（
バ
ッ
フ

公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り

ラ
イ
フ
ル
（
バ
ツ
フ

公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り

ル
式
）
射
撃
場

打
ち
の
ラ
イ
フ
ル
銃
又
は

十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

ル
式
）
射
撃
場

打
ち
の
ラ
イ
フ
ル
銃
の
み

十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

ラ
イ
フ
ル
（
自
然
式

空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る

ラ
イ
フ
ル
（
自
然
式

を
使
用
す
る
も
の

）
射
撃
場

も
の

）
射
撃
場

そ
の
他
の
も
の

五
十
メ
ー
ト
ル
以
上

そ
の
他
の
も
の

五
十
メ
ー
ト
ル
以
上

拳
銃
（
覆
道
式
）
射

公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り

け
ん
銃
（
覆
道
式
）

公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り

撃
場

打
ち
の
拳
銃
の
み
を
使
用

十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

射
撃
場

打
ち
の
け
ん
銃
の
み
を
使

十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

す
る
も
の

用
す
る
も
の

そ
の
他
の
も
の

二
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

そ
の
他
の
も
の

二
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

拳
銃
（
バ
ッ
フ
ル
式

公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り

け
ん
銃
（
バ
ツ
フ
ル

公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り

）
射
撃
場

打
ち
の
拳
銃
の
み
を
使
用

十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

式
）
射
撃
場

打
ち
の
け
ん
銃
の
み
を
使

十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

拳
銃
（
自
然
式
）
射

す
る
も
の

け
ん
銃
（
自
然
式
）

用
す
る
も
の

撃
場

そ
の
他
の
も
の

五
十
メ
ー
ト
ル
以
上

射
撃
場

そ
の
他
の
も
の

五
十
メ
ー
ト
ル
以
上

空
気
銃
（
バ
ッ
フ
ル

空
気
銃
（
バ
ツ
フ
ル

式
）
射
撃
場

三
メ
ー
ト
ル
以
上

式
）
射
撃
場

三
メ
ー
ト
ル
以
上

空
気
銃
（
自
然
式
）

空
気
銃
（
自
然
式
）

射
撃
場

射
撃
場
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二

ト
ラ
ッ
プ
射
撃
場
、
散
弾
銃
（
移
動
標
的
）
射
撃
場
、
ラ
イ
フ
ル
（
自
然

二

ト
ラ
ツ
プ
射
撃
場
、
散
弾
銃
（
移
動
標
的
）
射
撃
場
、
ラ
イ
フ
ル
（
自
然

式
）
射
撃
場
、
拳
銃
（
自
然
式
）
射
撃
場
及
び
空
気
銃
（
自
然
式
）
射
撃
場

式
）
射
撃
場
、
け
ん
銃
（
自
然
式
）
射
撃
場
及
び
空
気
銃
（
自
然
式
）
射
撃

に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
区
域
内
に
人
家
、
学
校
、
病
院
そ
の
他

場
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
区
域
内
に
人
家
、
学
校
、
病
院
そ
の

人
が
現
在
す
る
建
造
物
又
は
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号

他
人
が
現
在
す
る
建
造
物
又
は
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五

）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
が
な
い
こ
と
。

号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
が
な
い
こ
と
。

三

ト
ラ
ッ
プ
射
撃
場
、
ス
キ
ー
ト
射
撃
場
、
散
弾
銃
（
移
動
標
的
）
射
撃
場

三

ト
ラ
ツ
プ
射
撃
場
、
ス
キ
ー
ト
射
撃
場
、
散
弾
銃
（
移
動
標
的
）
射
撃
場

、
ラ
イ
フ
ル
（
バ
ッ
フ
ル
式
）
射
撃
場
、
ラ
イ
フ
ル
（
自
然
式
）
射
撃
場
、

、
ラ
イ
フ
ル
（
バ
ツ
フ
ル
式
）
射
撃
場
、
ラ
イ
フ
ル
（
自
然
式
）
射
撃
場
、

拳
銃
（
バ
ッ
フ
ル
式
）
射
撃
場
、
拳
銃
（
自
然
式
）
射
撃
場
及
び
空
気
銃
（

け
ん
銃
（
バ
ツ
フ
ル
式
）
射
撃
場
、
け
ん
銃
（
自
然
式
）
射
撃
場
及
び
空
気

自
然
式
）
射
撃
場
に
あ
つ
て
は
、
射
座
の
外
縁
か
ら
二
百
メ
ー
ト
ル
ま
で
の

銃
（
自
然
式
）
射
撃
場
に
あ
つ
て
は
、
射
座
の
外
縁
か
ら
二
百
メ
ー
ト
ル
ま

範
囲
の
区
域
に
市
街
地
が
な
い
こ
と
。

で
の
範
囲
の
区
域
に
市
街
地
が
な
い
こ
と
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

第
九
条

第
三
条
の
区
分
に
よ
る
射
撃
場
ご
と
に
必
要
な
指
定
射
撃
場
の
管
理
方

第
九
条

［
同
上
］

法
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

ラ
イ
フ
ル
（
バ
ッ
フ
ル
式
）
射
撃
場
及
び
拳
銃
（
バ
ッ
フ
ル
式
）
射
撃
場

一

ラ
イ
フ
ル
（
バ
ツ
フ
ル
式
）
射
撃
場
及
び
け
ん
銃
（
バ
ツ
フ
ル
式
）
射
撃

に
あ
つ
て
は
、
跳
弾
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
内

場
に
あ
つ
て
は
、
跳
弾
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ

の
廃
弾
を
常
に
除
去
す
る
こ
と
。

内
の
廃
弾
を
常
に
除
去
す
る
こ
と
。

二

ラ
イ
フ
ル
（
自
然
式
）
射
撃
場
及
び
拳
銃
（
自
然
式
）
射
撃
場
以
外
の
射

二

ラ
イ
フ
ル
（
自
然
式
）
射
撃
場
及
び
け
ん
銃
（
自
然
式
）
射
撃
場
以
外
の

撃
場
に
あ
つ
て
は
、
徹
甲
弾
を
使
用
さ
せ
な
い
こ
と
。

射
撃
場
に
あ
つ
て
は
、
徹
甲
弾
を
使
用
さ
せ
な
い
こ
と
。

三

空
気
銃
射
撃
場
に
あ
つ
て
は
、
必
要
以
上
に
高
い
圧
力
に
よ
る
射
撃
を
さ

三

空
気
銃
（
自
然
式
）
射
撃
場
以
外
の
射
撃
場
に
あ
つ
て
は
、
ポ
ン
プ
式
空

せ
な
い
こ
と
。

気
銃
を
用
い
て
射
撃
を
行
な
う
者
に
対
し
て
は
、
必
要
以
上
に
高
い
圧
力
に

よ
る
射
撃
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

（
申
請
の
手
続
）

（
申
請
の
手
続
）

第
十
条

法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

第
十
条

法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
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し
た
別
記
様
式
第
一
号
の
指
定
射
撃
場
の
指
定
申
請
書
を
、
所
轄
警
察
署
長
を

し
た
別
記
様
式
第
一
号
の
指
定
射
撃
場
の
指
定
申
請
書
二
通
を
、
所
轄
警
察
署

経
由
し
て
、
射
撃
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
提
出
し

長
を
経
由
し
て
、
射
撃
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
提

て
行
う
も
の
と
す
る
。

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
七

［
略
］

一
～
七

［
同
上
］

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
三
条

指
定
射
撃
場
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
第
十
条
の
指
定
射

第
十
三
条

指
定
射
撃
場
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
第
十
条
の
指
定
射

撃
場
指
定
申
請
書
（
添
付
書
類
を
含
む
。
）
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場

撃
場
指
定
申
請
書
（
添
付
書
類
を
含
む
。
）
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
三
号
の
記
載
事
項
変
更
届
を
、
速
や
か
に
所
轄

合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
三
号
の
記
載
事
項
変
更
届
二
通
を
、
す
み
や
か

警
察
署
長
を
経
由
し
て
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

。

ら
な
い
。

別
表
第
四

別
表
第
四

ラ
イ
フ
ル
（
覆
道
式
）
射
撃
場

ラ
イ
フ
ル
（
覆
道
式
）
射
撃
場

（
注
）

括
弧
内
の
数
字
は
、
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の
ラ
イ

（
注
）

括
弧
内
の
数
字
は
、
公
称
口
径
二
十
二
の
ヘ
リ
打
ち
の
ラ
イ

フ
ル
銃
又
は
空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃
場
に
つ
い
て
の
も

フ
ル
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃
場
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。

区
分

構
造
設
備

区
分

構
造
設
備

［
略
］

［
同
上
］

射
屋

射
屋

一

射
屋
が
、
射
座
か
ら
バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
ま
で
の

射
屋

射
屋

一

射
屋
が
、
射
座
か
ら
バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ
ま
で
の

全
体
を
覆
う
よ
う
に
で
き
て
い
る
こ
と
。

全
体
を
お
お
う
よ
う
に
で
き
て
い
る
こ
と
。

二

射
屋
の
天
井
、
側
壁
及
び
床
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

二

［
同
上
］

の
構
造
で
あ
る
こ
と
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

射
座
及
び
射
撃
線
か
ら
射
撃
方
向
に
向
か
つ

ニ

射
座
及
び
射
撃
線
か
ら
射
撃
方
向
に
向
か
つ
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て
三
メ
ー
ト
ル
以
内
の
天
井
及
び
側
壁
が
鉄
板

て
三
メ
ー
ト
ル
以
内
の
天
井
及
び
側
壁
が
鉄
板

又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
で
き
て
い
る
と
き
は
、

又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
で
き
て
い
る
と
き
は
、

厚
さ
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト

厚
さ
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）
以
上
の
木
材
で
覆
つ
て
あ
る
こ
と
。

ル
）
以
上
の
木
材
で
お
お
つ
て
あ
る
こ
と
。

ホ

ニ
以
外
の
部
分
の
天
井
、
側
壁
、
床
等
に
危

ホ

ニ
以
外
の
部
分
の
天
井
、
側
壁
、
床
等
に
危

険
な
跳
弾
を
起
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
が
あ

険
な
跳
弾
を
起
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
跳
弾
を
防
止
す
る
こ
と
が
で

る
と
き
は
、
そ
の
跳
弾
を
防
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
程
度
に
、
そ
の
部
分
を
木
質
の
も
の
で
覆

き
る
程
度
に
、
そ
の
部
分
を
木
質
の
も
の
で
お

つ
て
あ
る
こ
と
。

お
つ
て
あ
る
こ
と
。

三

［
略
］

三

［
同
上
］

標
的

［
一
・
二

略
］

標
的

［
一
・
二

同
上
］

三

標
的
の
保
持
枠
は
、
木
製
で
あ
つ
て
、
弾
丸
の

三

標
的
の
保
持
枠
は
、
木
製
で
あ
つ
て
、
弾
丸
の

当
た
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
金
属
が
露
出
し
て

当
た
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
金
属
が
露
出
し
て

い
な
い
も
の
（
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の

い
な
い
も
の
（
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の

ラ
イ
フ
ル
銃
又
は
空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃

ラ
イ
フ
ル
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃
場
に
あ
つ
て

場
に
あ
つ
て
は
、
危
険
な
跳
弾
を
起
こ
す
お
そ
れ

は
、
危
険
な
跳
弾
を
起
こ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の

の
な
い
も
の
）
で
あ
る
こ
と
。

）
で
あ
る
こ
と
。

［
略
］

［
同
上
］

バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ

一

標
的
の
後
方
の
位
置
に
、
厚
さ
三
メ
ー
ト
ル
以

バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ

一

標
的
の
後
方
の
位
置
に
、
厚
さ
三
メ
ー
ト
ル
以

上
（
一
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
土
層
で
で
き
て
い
る
バ

上
（
一
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
土
層
で
で
き
て
い
る

ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
。

バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ
が
あ
る
こ
と
。

二

バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
が
、
射
屋
の
天
井
及
び
側
壁

二

バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ
が
、
射
屋
の
天
井
及
び
側
壁

と
密
着
し
て
い
る
こ
と
。

と
密
着
し
て
い
る
こ
と
。
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三

射
撃
場
に
、
発
射
弾
に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る

三

射
撃
場
に
、
発
射
弾
に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る

た
め
に
有
効
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
設
備
又
は
自

た
め
に
有
効
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
設
備
又
は
自

然
の
地
物
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
射
撃
場
の
バ
ッ

然
の
地
物
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
射
撃
場
の
バ
ツ

ク
ス
ト
ッ
プ
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
一
及
び
二

ク
ス
ト
ツ
プ
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
一
及
び
二

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会

が
定
め
る
構
造
設
備
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

が
定
め
る
構
造
設
備
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
定
め
る
構
造

お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
定
め
る
構
造

設
備
は
、
一
及
び
二
に
定
め
る
基
準
と
同
等
程
度

設
備
は
、
一
及
び
二
に
定
め
る
基
準
と
同
等
程
度

の
効
果
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば

の
効
果
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
略
］

［
同
上
］

別
表
第
五

別
表
第
五

ラ
イ
フ
ル
（
バ
ッ
フ
ル
式
）
射
撃
場

ラ
イ
フ
ル
（
バ
ツ
フ
ル
式
）
射
撃
場

（
注
）

括
弧
内
の
数
字
は
、
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の
ラ
イ

（
注
）

括
弧
内
の
数
字
は
、
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の
ラ
イ

フ
ル
銃
又
は
空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃
場
に
つ
い
て
の
も

フ
ル
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃
場
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。

区
分

構
造
設
備

区
分

構
造
設
備

［
略
］

［
同
上
］

射
屋

射
屋

一

射
座
を
覆
う
射
屋
が
設
け
て
あ
る
こ
と
。

射
屋

射
屋

一

射
座
を
お
お
う
射
屋
が
設
け
て
あ
る
こ
と
。

二

射
屋
の
屋
根
は
、
射
撃
線
か
ら
射
撃
方
向
に
水

二

射
屋
の
屋
根
は
、
射
撃
線
か
ら
射
撃
方
向
に
水

平
距
離
で
少
な
く
と
も
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
部
分

平
距
離
で
少
な
く
と
も
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
部
分

を
覆
う
よ
う
に
で
き
て
い
る
こ
と
。

を
お
お
う
よ
う
に
で
き
て
い
る
こ
と
。

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］
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五

射
屋
の
屋
根
が
鉄
板
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
で

五

射
屋
の
屋
根
が
鉄
板
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
で

き
て
い
る
と
き
は
、
射
座
に
対
し
危
険
な
跳
弾
を

き
て
い
る
と
き
は
、
射
座
に
対
し
危
険
な
跳
弾
を

起
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
を
厚
さ
十
セ
ン
チ
メ

起
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
を
厚
さ
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
上
（
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
木

ー
ト
ル
以
上
（
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
木

材
で
覆
つ
て
あ
る
こ
と
。

材
で
お
お
つ
て
あ
る
こ
と
。

六

［
略
］

六

［
同
上
］

射
撃
線
と

［
略
］

射
撃
線
と

［
同
上
］

標
的
の
間

側
堤
及
び

一

射
座
の
両
側
か
ら
バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
ま
で
に
は

標
的
の
間

側
堤
及
び

一

射
座
の
両
側
か
ら
バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ
ま
で
に
は

バ
ッ
フ
ル

、
厚
さ
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
（
三
十
セ
ン

バ
ツ
フ
ル

、
厚
さ
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
（
三
十
セ
ン

（
バ
ッ
フ

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
土
砂
層
又
は
厚
さ
十
セ
ン

（
バ
ツ
フ

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
土
砂
層
又
は
厚
さ
十
セ
ン

ル
は
、
射

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
（
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
）

ル
は
、
射

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
（
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
）

撃
線
に
近

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
（
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り

撃
線
に
近

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
（
公
称
口
径
二
十
二
の
ヘ
リ

い
も
の
か

打
ち
の
ラ
イ
フ
ル
銃
又
は
空
気
銃
の
み
を
使
用
す

い
も
の
か

打
ち
の
ラ
イ
フ
ル
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃
場
に

ら
順
次
番

る
射
撃
場
に
あ
つ
て
は
、
厚
さ
十
五
セ
ン
チ
メ
ー

ら
順
次
番

あ
つ
て
は
、
厚
さ
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

号
を
冠
し

ト
ル
以
上
の
空
洞
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
（
日

号
を
冠
し

空
洞
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ツ
ク
（
日
本
産
業
規
格

ど
う

て
呼
称
す

本
産
業
規
格
Ａ
五
四
〇
六
、
基
本
、
Ｃ
種
ブ
ロ
ッ

て
呼
称
す

Ａ
五
四
〇
六
、
基
本
、
Ｃ
種
ブ
ロ
ツ
ク
）
又
は
鉄

る
。
）

ク
）
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
立
塀
（
日
本
産

る
。
）

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
立
へ
い
（
日
本
産
業
規
格
Ａ

業
規
格
Ａ
五
四
〇
九
、
板
、
一
号
）
）
で
で
き
て

五
四
〇
九
、
板
、
一
号
）
）
で
で
き
て
い
る
側
堤

い
る
側
堤
が
あ
る
こ
と
。

が
あ
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

射
座
か
ら
バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
に
最
も
近
い
位
置

三

射
座
か
ら
バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ
に
最
も
近
い
位
置

に
あ
る
バ
ッ
フ
ル
ま
で
に
あ
る
側
堤
は
、
各
バ
ッ

に
あ
る
バ
ツ
フ
ル
ま
で
に
あ
る
側
堤
は
、
各
バ
ツ

フ
ル
の
上
端
を
結
ぶ
線
よ
り
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

フ
ル
の
上
端
を
結
ぶ
線
よ
り
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
高
さ
の
も
の
で
あ
り
、
バ
ッ
ク
ス
ト

ル
を
こ
え
る
高
さ
の
も
の
で
あ
り
、
バ
ツ
ク
ス
ト
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ッ
プ
に
最
も
近
い
位
置
に
あ
る
バ
ッ
フ
ル
か
ら
バ

ツ
プ
に
最
も
近
い
位
置
に
あ
る
バ
ツ
フ
ル
か
ら
バ

ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
ま
で
の
側
堤
は
、
そ
の
バ
ッ
フ
ル

ツ
ク
ス
ト
ツ
プ
ま
で
の
側
堤
は
、
そ
の
バ
ツ
フ
ル

の
上
端
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
点

の
上
端
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
点

と
バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
の
上
端
と
を
直
線
で
結
ん
だ

と
バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ
の
上
端
と
を
直
線
で
結
ん
だ

線
の
高
さ
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

線
の
高
さ
を
こ
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

射
撃
線
か
ら
射
撃
方
向
に
向
か
つ
て
お
お
む
ね

四

射
撃
線
か
ら
射
撃
方
向
に
向
か
つ
て
お
お
む
ね

三
・
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
に
お
け
る
弾
丸
の
上

三
・
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
に
お
け
る
弾
丸
の
上

方
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
、
別
図
一
に
示

方
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
、
別
図
一
に
示

す
要
領
に
よ
り
、
第
一
バ
ッ
フ
ル
が
設
け
て
あ
る

す
要
領
に
よ
り
、
第
一
バ
ツ
フ
ル
が
設
け
て
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

五

第
一
バ
ッ
フ
ル
は
、
別
図
一
に
示
す
要
領
に
よ

五

第
一
バ
ツ
フ
ル
は
、
別
図
一
に
示
す
要
領
に
よ

り
、
射
屋
の
屋
根
に
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
重

り
、
射
屋
の
屋
根
に
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
重

な
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
こ
と
。
第
一
バ
ッ
フ
ル

な
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
こ
と
。
第
一
バ
ツ
フ
ル

が
よ
ろ
い
戸
状
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
別
図
一

が
よ
ろ
い
戸
状
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
別
図
一

に
示
す
要
領
に
よ
り
、
各
板
が
相
互
に
十
セ
ン
チ

に
示
す
要
領
に
よ
り
、
各
板
が
相
互
に
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
重
な
る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
こ
と

メ
ー
ト
ル
以
上
重
な
る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
こ
と

。

。

六

射
撃
線
か
ら
標
的
ま
で
の
距
離
が
二
十
五
メ
ー

六

射
撃
線
か
ら
標
的
ま
で
の
距
離
が
二
十
五
メ
ー

ト
ル
の
射
撃
場
に
あ
つ
て
は
、
別
図
二
に
示
す
要

ト
ル
の
射
撃
場
に
あ
つ
て
は
、
別
図
二
に
示
す
要

領
に
よ
り
、
第
二
バ
ッ
フ
ル
、
第
三
バ
ッ
フ
ル
及

領
に
よ
り
、
第
二
バ
ツ
フ
ル
、
第
三
バ
ツ
フ
ル
及

び
第
四
バ
ッ
フ
ル
が
設
け
て
あ
る
こ
と
。
た
だ
し

び
第
四
バ
ツ
フ
ル
が
設
け
て
あ
る
こ
と
。
た
だ
し

、
立
射
又
は
立
射
に
お
け
る
銃
口
の
位
置
と
そ
の

、
立
射
若
し
く
は
立
射
に
お
け
る
銃
口
の
位
置
と

銃
口
の
位
置
を
同
じ
く
す
る
方
法
に
よ
る
射
撃
の

そ
の
銃
口
の
位
置
を
同
じ
く
す
る
方
法
に
よ
る
射

み
を
行
う
射
撃
場
（
以
下
「
立
射
専
用
射
撃
場
」

撃
の
み
を
行
な
う
射
撃
場
（
以
下
「
立
射
専
用
射
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と
い
う
。
）
で
、
別
図
三
に
示
す
要
領
に
よ
つ
て

撃
場
」
と
い
う
。
）
で
、
別
図
三
に
示
す
要
領
に

設
け
ら
れ
た
第
二
バ
ッ
フ
ル
が
あ
る
も
の
に
つ
い

よ
つ
て
設
け
ら
れ
た
第
二
バ
ツ
フ
ル
が
あ
る
も
の

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七

射
撃
線
か
ら
標
的
ま
で
の
距
離
が
二
十
五
メ
ー

七

射
撃
線
か
ら
標
的
ま
で
の
距
離
が
二
十
五
メ
ー

ト
ル
か
ら
五
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
射
撃
場
に
あ
つ

ト
ル
か
ら
五
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
射
撃
場
に
あ
つ

て
は
、
別
図
一
及
び
二
に
示
す
バ
ッ
フ
ル
の
ほ
か

て
は
、
別
図
一
及
び
二
に
示
す
バ
ツ
フ
ル
の
ほ
か

、
別
図
四
に
示
す
要
領
に
よ
り
、
第
五
バ
ッ
フ
ル

、
別
図
四
に
示
す
要
領
に
よ
り
、
第
五
バ
ツ
フ
ル

が
設
け
て
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
立
射
専
用
射
撃

が
設
け
て
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
立
射
専
用
射
撃

場
で
、
別
図
一
及
び
三
に
示
す
バ
ッ
フ
ル
の
ほ
か

場
で
、
別
図
一
及
び
三
に
示
す
バ
ツ
フ
ル
の
ほ
か

に
別
図
五
に
示
す
要
領
に
よ
つ
て
設
け
ら
れ
た
第

に
別
図
五
に
示
す
要
領
に
よ
つ
て
設
け
ら
れ
た
第

三
バ
ッ
フ
ル
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

三
バ
ツ
フ
ル
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

八

射
撃
線
か
ら
標
的
ま
で
の
距
離
が
五
十
メ
ー
ト

八

射
撃
線
か
ら
標
的
ま
で
の
距
離
が
五
十
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
射
撃
場
に
あ
つ
て
は
、
別
図
一
、
二

ル
を
こ
え
る
射
撃
場
に
あ
つ
て
は
、
別
図
一
、
二

及
び
四
に
示
す
バ
ッ
フ
ル
の
ほ
か
、
そ
の
距
離
に

及
び
四
に
示
す
バ
ツ
フ
ル
の
ほ
か
、
そ
の
距
離
に

応
じ
、
別
図
六
に
示
す
要
領
に
よ
り
、
第
六
バ
ッ

応
じ
、
別
図
六
に
示
す
要
領
に
よ
り
、
第
六
バ
ツ

フ
ル
、
第
七
バ
ッ
フ
ル
等
が
設
け
て
あ
る
こ
と
。

フ
ル
、
第
七
バ
ツ
フ
ル
等
が
設
け
て
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
立
射
専
用
射
撃
場
で
、
別
図
一
、
三
及

た
だ
し
、
立
射
専
用
射
撃
場
で
、
別
図
一
、
三
及

び
五
に
示
す
バ
ッ
フ
ル
の
ほ
か
に
別
図
七
に
示
す

び
五
に
示
す
バ
ツ
フ
ル
の
ほ
か
に
別
図
七
に
示
す

要
領
に
よ
つ
て
設
け
ら
れ
た
第
四
バ
ッ
フ
ル
及
び

要
領
に
よ
つ
て
設
け
ら
れ
た
第
四
バ
ツ
フ
ル
及
び

第
五
バ
ッ
フ
ル
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の

第
五
バ
ツ
フ
ル
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

九

バ
ッ
フ
ル
は
、
別
図
八
に
示
す
材
質
及
び
構
造

九

バ
ツ
フ
ル
は
、
別
図
八
に
示
す
材
質
及
び
構
造

の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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十

バ
ッ
フ
ル
は
、
両
側
端
が
側
壁
に
接
す
る
よ
う

十

バ
ツ
フ
ル
は
、
両
側
端
が
側
壁
に
接
す
る
よ
う

に
で
き
て
い
る
こ
と
。

に
で
き
て
い
る
こ
と
。

十
一

射
撃
場
に
、
発
射
弾
に
よ
る
危
害
防
止
上
有

十
一

射
撃
場
に
、
発
射
弾
に
よ
る
危
害
防
止
上
有

効
と
認
め
ら
れ
る
側
堤
又
は
バ
ッ
フ
ル
に
相
当
す

効
と
認
め
ら
れ
る
側
堤
又
は
バ
ツ
フ
ル
に
相
当
す

る
特
別
の
設
備
又
は
自
然
の
地
物
が
あ
る
と
き
は

る
特
別
の
設
備
又
は
自
然
の
地
物
が
あ
る
と
き
は

、
そ
の
射
撃
場
の
側
堤
又
は
バ
ッ
フ
ル
の
構
造
設

、
そ
の
射
撃
場
の
側
堤
又
は
バ
ツ
フ
ル
の
構
造
設

備
の
基
準
は
、
一
か
ら
十
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ

備
の
基
準
は
、
一
か
ら
十
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
定
め
る
構
造
設

ら
ず
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
定
め
る
構
造
設

備
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府

備
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府

県
公
安
委
員
会
が
定
め
る
構
造
設
備
は
、
そ
れ
が

県
公
安
委
員
会
が
定
め
る
構
造
設
備
は
、
そ
れ
が

当
該
設
備
又
は
自
然
の
地
物
と
一
体
と
な
つ
て
一

当
該
設
備
又
は
自
然
の
地
物
と
一
体
と
な
つ
て
一

か
ら
十
ま
で
に
定
め
る
基
準
と
同
等
程
度
の
効
果

か
ら
十
ま
で
に
定
め
る
基
準
と
同
等
程
度
の
効
果

を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

標
的
ま
で

射
撃
線
か
ら
標
的
ま
で
の
地
面
（
く
ぼ
地
等
で
あ

標
的
ま
で

射
撃
線
か
ら
標
的
ま
で
の
地
面
（
く
ぼ
地
等
で
あ

の
地
面

つ
て
不
規
則
な
跳
弾
を
起
こ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の

の
地
面

つ
て
不
規
則
な
跳
弾
を
起
こ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の

を
除
く
。
）
は
、
射
撃
線
か
ら
射
撃
方
向
に
向
か
つ

を
除
く
。
）
は
、
射
撃
線
か
ら
射
撃
方
向
に
向
か
つ

て
二
十
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
は
厚
さ
二
十
セ
ン
チ

て
二
十
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
は
厚
さ
二
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
部
分
が
極
め
て
細
か
い
砕
石
又
は

メ
ー
ト
ル
以
上
の
部
分
が
き
わ
め
て
細
か
い
砕
石
又

土
（
石
を
含
ま
な
い
も
の
）
で
あ
る
も
の
と
し
、
二

は
土
（
石
を
含
ま
な
い
も
の
）
で
あ
る
も
の
と
し
、

十
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
は
別
図
四
か
ら
七
ま

二
十
五
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
部
分
は
別
図
四
か
ら
七

で
に
示
す
よ
う
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ま
で
に
示
す
よ
う
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

標
的

一

［
略
］

標
的

一

［
同
上
］
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二

標
的
の
保
持
枠
は
、
木
製
で
あ
つ
て
、
弾
丸
の

二

標
的
の
保
持
枠
は
、
木
製
で
あ
つ
て
、
弾
丸
の

当
た
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
金
属
が
露
出
し
て

当
た
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
金
属
が
露
出
し
て

い
な
い
も
の
（
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の

い
な
い
も
の
（
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の

ラ
イ
フ
ル
銃
又
は
空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃

ラ
イ
フ
ル
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃
場
に
あ
つ
て

場
に
あ
つ
て
は
、
危
険
な
跳
弾
を
起
こ
す
お
そ
れ

は
、
危
険
な
跳
弾
を
起
こ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の

の
な
い
も
の
）
で
あ
る
こ
と
。

）
で
あ
る
こ
と
。

三

バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
に
近
接
し
て
置
か
れ
る
標
的

三

バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ
に
近
接
し
て
置
か
れ
る
標
的

以
外
の
標
的
の
保
持
枠
に
は
、
く
ぎ
等
の
金
属
が

以
外
の
標
的
の
保
持
枠
に
は
、
く
ぎ
等
の
金
属
が

用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

［
略
］

［
同
上
］

バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ

一

標
的
の
後
方
の
位
置
に
、
厚
さ
三
メ
ー
ト
ル
以

バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ

一

標
的
の
後
方
の
位
置
に
、
厚
さ
三
メ
ー
ト
ル
以

上
（
一
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
土
層
で
で
き
て
い
る

上
（
一
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
土
層
で
で
き
て
い
る

バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
。

バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ
が
あ
る
こ
と
。

二

バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
の
射
座
に
対
す
る
面
は
、
三

二

バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ
の
射
座
に
対
す
る
面
は
、
三

十
度
を
超
え
る
急
な
勾
配
を
な
し
て
い
る
こ
と
。

十
度
を
超
え
る
急
な
こ
う
配
を
な
し
て
い
る
こ
と

。

三

バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
の
高
さ
は
、
別
図
十
に
示
す

三

バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ
の
高
さ
は
、
別
図
十
に
示
す

基
準
以
上
で
あ
る
こ
と
。

基
準
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
に
は
、
別
図
十
に
示
す
要
領

四

バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ
に
は
、
別
図
十
に
示
す
要
領

に
よ
り
、
ひ
さ
し
が
設
け
て
あ
る
こ
と
。
た
だ
し

に
よ
り
、
ひ
さ
し
が
設
け
て
あ
る
こ
と
。
た
だ
し

、
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の
ラ
イ
フ
ル
銃

、
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の
ラ
イ
フ
ル
銃

又
は
空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃
場
に
つ
い
て

の
み
を
使
用
す
る
射
撃
場
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

り
で
な
い
。
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五

射
撃
場
に
、
発
射
弾
に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る

五

射
撃
場
に
、
発
射
弾
に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る

た
め
に
有
効
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
設
備
又
は
自

た
め
に
有
効
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
設
備
又
は
自

然
の
地
物
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
射
撃
場
の
バ
ッ

然
の
地
物
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
射
撃
場
の
バ
ツ

ク
ス
ト
ッ
プ
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
一
か
ら
四

ク
ス
ト
ツ
プ
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
一
か
ら
四

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
公
安
委

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
公
安
委

員
会
が
定
め
る
構
造
設
備
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場

員
会
が
定
め
る
構
造
設
備
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
定
め
る

合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
定
め
る

構
造
設
備
は
、
一
か
ら
四
ま
で
に
定
め
る
基
準
と

構
造
設
備
は
、
一
か
ら
四
ま
で
に
定
め
る
基
準
と

同
等
程
度
の
効
果
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で

同
等
程
度
の
効
果
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
略
］

［
同
上
］

別
表
第
六

別
表
第
六

ラ
イ
フ
ル
（
自
然
式
）
射
撃
場

ラ
イ
フ
ル
（
自
然
式
）
射
撃
場

（
注
）

括
弧
内
の
数
字
は
、
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の
ラ
イ

（
注
）

括
弧
内
の
数
字
は
、
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の
ラ
イ

フ
ル
銃
又
は
空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃
場
に
つ
い
て
の
も

フ
ル
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃
場
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。

区
分

構
造
設
備

区
分

構
造
設
備

［
略
］

［
同
上
］

標
的

一

［
略
］

標
的

一

［
同
上
］

二

標
的
の
保
持
枠
は
、
木
製
で
あ
つ
て
、
弾
丸
の

二

標
的
の
保
持
枠
は
、
木
製
で
あ
つ
て
、
弾
丸
の

当
た
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
金
属
が
露
出
し
て

当
た
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
金
属
が
露
出
し
て

い
な
い
も
の
（
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の

い
な
い
も
の
（
公
称
口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の

ラ
イ
フ
ル
銃
又
は
空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃

ラ
イ
フ
ル
銃
の
み
を
使
用
す
る
射
撃
場
に
あ
つ
て
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場
に
あ
つ
て
は
、
危
険
な
跳
弾
を
起
こ
す
お
そ
れ

は
、
危
険
な
跳
弾
を
起
こ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の

の
な
い
も
の
）
で
あ
る
こ
と
。

）
で
あ
る
こ
と
。

［
略
］

［
同
上
］

バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ

標
的
の
後
方
の
位
置
に
、
土
層
等
で
で
き
て
い
る

バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ

標
的
の
後
方
の
位
置
に
、
土
層
等
で
で
き
て
い
る

バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
。

バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
プ
が
あ
る
こ
と
。

保
有
敷
地

保
有
敷
地

［
一
・
二

略
］

保
有
敷
地

保
有
敷
地

［
一
・
二

同
上
］

三

危
険
区
域
の
う
ち
発
射
弾
が
頻
繁
に
通
過
す
る

三

危
険
区
域
の
う
ち
発
射
弾
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
通
過

部
分
に
、
電
線
等
の
架
設
物
が
な
い
こ
と
。

す
る
部
分
に
、
電
線
等
の
架
設
物
が
な
い
こ
と
。

そ
の
他

［
略
］

そ
の
他

［
同
上
］

そ
の
他

一

射
撃
場
の
周
囲
に
は
、
柵
、
塀
等
を
設
け
て
危

そ
の
他

一

射
撃
場
の
周
囲
に
は
、
さ
く
、
ヘ
い
等
を
設
け

険
で
あ
る
旨
の
表
示
が
し
て
あ
る
こ
と
。

て
危
険
で
あ
る
旨
の
表
示
が
し
て
あ
る
こ
と
。

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


